
君
群
謁
岬
ノ
コ
守
洋
一

（
第
三
部
）

平
成
十
年
四
月
十
四
日
（
火
曜
日
）

午
後
零
時
十
分
開
会

第
三
部
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
会
議
録
第
十
号
平
成
十
年
四
月
十
四
日
【
参
議
院
】

委
員
の
異
動

四
月
九
日辞

任
・

中
原
爽
君

四
月
十
日辞

任国
井
正
幸
君

常
田
享
詳
君

長
谷
川
道
郎
君

瀬
谷
英
行
君

四
月
十
三
日

辞
任山

口
哲
夫
君

四
月
十
四
日

辞
任大

木
浩
君

下
稲
葉
耕
吉
君

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

理
事

第
百
四
十
二
回

国
会

委
員

参
議
院
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
会
議
録
第
十
号

補
欠
選
任

岩
井
國
臣
君

・
景
山
俊
太
郎
君

補
欠
選
任

矢
田
部
理
君

補
欠
選
任

大
木
浩
君

上
吉
原
一
天
君

下
稲
葉
耕
吉
君

大
渕
絹
子
君

補
欠
選
任

鏡
木
省
吾
君

芦
尾
長
司
君

岩
井
國
臣
君

景
山
俊
太
郎
君

田
村
公
平
君

谷
川
秀
善
君

久
世

松
村

朝
日

有
働

高
橋

藁
科
浦
治
君

公
堯
君

龍
二
君

俊
弘
君

正
治
君

令
則
君

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
四
十

回
国
会
内
閣
提
出
、
第
百
四
十
二
回
国
会
衆
議
院
送

。
付
）

○
参
考
人
の
出
席
要
求
に
関
す
る
件

○
小
委
員
会
設
置
に
関
す
る
件

○
委
員
長
（
藁
科
満
治
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
地
方
行
政
・

警
察
委
員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

本
日
、
大
木
浩
君
及
び
下
稲
葉
耕
吉
君
が
委
員
を
辞
任

さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
岩
井
國
臣
君
及
び
景
山
俊
太
郎

君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

○
委
員
長
（
藁
科
満
治
君
）
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
、
政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
上

杉
自
治
犬
臣
。

○
国
務
大
臣
（
上
杉
光
弘
君
）
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま

し
た
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
理

由
と
そ
の
要
旨
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

衆
議
院
議
員修

正
案
提
出
者

国
務
大
臣叙

自
治
大
臣

政
府
委
員
・
》自

治
省
行
政
局
選

挙
部
長

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

一

入
内
島
修
君

牧
之
内
隆
久
君

上
杉
光
弘
君

細
田
博
之
君

小
山
峰
男
君

魚
住
裕
一
郎
君

渡
辺
四
郎
君

岩
瀬
良
三
君

御
承
知
の
よ
う
に
、
近
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い

て
国
際
化
が
急
速
に
進
展
し
、
我
が
国
の
国
際
社
会
に
お

い
て
果
た
す
べ
き
役
割
が
増
大
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
に
伴
い
、
国
外
に
多
数
の
国
民
が
居
住
す
る
こ
と
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
国
外
に
居
住
す
る
者
に
つ
き
ま
し
て
、
選
挙
権

行
使
の
機
会
を
保
障
す
る
た
め
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登

録
制
度
及
び
在
外
投
票
制
度
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。

以
上
が
こ
の
法
律
案
を
提
出
い
た
し
ま
し
た
理
由
で
あ

り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申

し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
で
あ
り

ま
す
が
、
引
き
続
き
三
カ
月
以
上
国
外
に
住
所
を
有
す
る

選
挙
人
で
将
来
国
内
に
住
所
を
定
め
る
意
思
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
は
所
轄
の
領
事
官
を
経
由
し
て
最
終
住
所

地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
、
そ
の
者
が
い
ず
れ

の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
も
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
な

い
者
等
で
あ
る
場
合
に
は
本
籍
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
に
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
市
町

村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
登
録
の
申
請
を
し
た
者
が
当

該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有

す
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
を
在
外
選
挙
人
名
簿

に
登
録
す
る
と
と
も
に
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
す
る
こ
と

と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
在
外
投
票
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
在
外

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
で
、
衆
議
院
議

員
ま
た
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
投
票
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
衆
議
院
議
員
ま
た
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
の

期
日
の
公
示
ま
た
は
告
示
の
日
か
ら
原
則
と
し
て
選
挙
の

期
日
前
五
日
ま
で
の
間
に
、
み
ず
か
ら
在
外
公
館
の
長
の

管
理
す
る
投
票
を
記
載
す
る
場
所
に
行
き
、
在
外
選
挙
人

証
等
を
提
示
し
て
投
票
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
。

～

ま
た
、
在
外
公
館
に
お
け
る
投
票
を
行
う
こ
と
が
困
難

で
あ
る
在
外
公
館
の
所
轄
区
域
内
に
居
住
す
る
者
は
、
郵

便
に
よ
る
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い
た
し
て

お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
選
挙
人
が

帰
国
し
た
と
き
は
、
一
定
の
期
間
、
市
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
に
お
い
て
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
い

た
し
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
投
票
は
、
そ
れ
ぞ
れ
在
外
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
送

付
さ
れ
、
国
内
で
の
投
票
と
あ
わ
せ
て
開
票
す
る
こ
と
と

い
た
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
国
外
に
居
住
す
る
選
挙
人
へ
候
補
者
個
人
に
関

す
る
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と

等
を
勘
案
し
て
、
衆
議
院
議
員
ま
た
は
参
議
院
議
員
の
選

挙
の
う
ち
、
当
分
の
間
は
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
に

限
っ
て
行
う
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
国
外
に
お
け
る
選
挙
の
公
正
を
確
保
す
る
た

め
、
，
買
収
罪
、
選
挙
の
自
由
妨
害
罪
、
詐
偽
投
票
罪
、
公

務
員
等
の
選
挙
運
動
の
制
限
違
反
の
罪
及
び
こ
れ
ら
に
類

す
る
罪
は
、
国
外
に
お
い
て
そ
の
罪
を
犯
し
た
日
本
国
民

に
適
用
す
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

第
四
に
、
国
外
に
お
け
る
選
挙
と
い
う
性
格
に
か
ん
が

み
、
天
災
等
の
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
故
等
に
よ
り

在
外
投
票
を
期
間
内
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
措

置
等
所
要
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
と
い
た
し
て
お
り
ま

す
。

以
上
の
ほ
か
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
調
製
に
要
す
る
経

費
等
に
。
つ
い
て
必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
等
の
措
置
を

行
い
、
選
挙
の
円
滑
な
執
行
を
図
る
こ
と
と
い
た
し
て
お

り
ま
す
。

以
上
が
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提

案
理
由
及
び
そ
の
要
旨
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

一
己

へ

二
一

五
一



○
委
員
長
（
藁
科
滿
治
君
）
こ
の
際
、
本
案
の
衆
議
院
に

お
け
る
修
正
部
分
に
つ
い
て
、
修
正
案
提
出
者
衆
議
院
議

員
細
田
博
之
君
か
ら
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
細
田
博

之
君
。

○
衆
議
院
議
員
（
細
田
博
之
君
）
公
職
選
挙
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
に
つ

き
ま
し
て
、
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

衆
議
院
に
お
け
る
修
正
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登

録
資
格
を
改
め
る
と
と
も
に
、
先
国
会
に
お
け
る
公
職
選

挙
法
改
正
に
伴
う
所
要
の
修
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
し

て
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

第
一
に
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
に
つ
き
ま

し
て
、
政
府
原
案
で
は
、
年
齢
満
二
十
年
以
上
の
日
本
国

民
で
、
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
の
管
轄
区
域

内
に
引
き
続
き
三
カ
月
以
上
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
、
将
来
国
内
に
住
所
を
定
め
る
意
思
を
有
す
る
者
と
認

め
ら
れ
る
者
と
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
将
来
国
内
に
住

所
を
定
め
る
意
思
を
有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る

と
の
要
件
を
削
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
に
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
様
式
は
、
カ
ー
ド
式
に

限
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
に
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
が

帰
国
し
た
と
き
に
行
う
投
票
の
時
間
を
、
不
在
者
投
票
の

時
間
に
合
わ
せ
、
原
則
と
し
て
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午

後
八
時
ま
で
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
衆
議
院
に
お
け
る
修
正
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

○
委
員
長
（
薬
科
満
治
君
）
以
上
で
趣
旨
説
明
及
び
衆
議

院
に
お
け
る
修
正
部
分
の
説
明
の
聴
取
は
終
わ
り
ま
し

た
。

本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。

○
委
員
長
（
薬
科
満
治
君
）
次
に
、
参
考
人
の
出
席
要
求

に
関
す
る
件
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
審
査
の
た

め
、
参
考
人
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ

と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

第
三
部
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
会
議
録
第
十
号
平
成
十
年
四
月

○
委
員
長
（
薬
科
満
治
君
）
次
に
、
小
委
員
会
の
設
置
に

関
す
る
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法

律
の
運
用
及
び
風
俗
営
業
に
関
す
る
制
度
及
び
運
用
等
に

つ
い
て
調
査
検
討
ず
葛
た
め
、
小
委
員
九
名
か
ら
成
る
暴

旬

け

力
団
員
不
当
行
為
防
止
法
及
び
風
俗
営
業
等
に
関
す
る
小

委
員
会
を
設
置
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご

ざ
い
ま
せ
ん
か
。

。
〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長
（
薬
科
満
治
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、
小
委
員
及
び
小
委
員
長
の
選
任
は
、

先
例
に
よ
り
、
委
員
長
の
指
名
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存

じ
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長
（
薬
科
満
治
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
小
委
員
に
久
世
公
堯
君
、
松
村
龍
二
君
、

朝
日
俊
弘
君
、
有
働
正
治
君
、
高
橋
令
則
君
、
魚
住
裕
一

郎
君
、
渡
辺
四
郎
君
、
山
口
哲
夫
君
及
び
岩
瀬
良
三
君
を

指
名
い
た
し
ま
す
。

ま
た
、
小
委
員
長
に
久
世
公
堯
君
を
指
名
い
た
し
ま

｛
９
。

な
お
、
小
委
員
及
び
小
委
員
長
の
辞
任
の
許
可
及
び
そ

の
補
欠
選
任
、
並
び
に
小
委
員
会
か
ら
参
考
人
の
出
席
要

求
が
あ
り
ま
し
た
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
き
ま
し
て
は
、

こ
れ
を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御

異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長
（
薬
科
満
治
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長
（
藁
科
滿
治
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

な
お
、
そ
の
日
時
及
び
人
選
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ

れ
を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異

議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長
（
藁
科
滿
治
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。 一

日
【
参
議
院
】

十
条
の
十
五
）

す
る
通
知
等
）

の
閲
覧
等
）

異
義
の
申
出
）

訴
訟
）

等
）

る
政
令
へ
の
委
任
）
」

四
月
九
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百

四
十
回
国
会
提
出
、
衆
議
院
継
続
審
査
）

四
月
九
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百

四
十
回
国
会
提
出
、
衆
議
院
継
続
審
査
）

「
第
三
十
条
（
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
）

第
四
章
の
二
在
外
選
挙
人
名
簿
（
第
三
十
条
の
二
’
第
三

第
三
十
条
の
二
（
在
外
選
挙
人
名
簿
）

記
載
駆
項

第
三
十
条
の
三
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
様
式
等
）

第
三
十
条
の
四
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
）

第
三
十
条
の
五
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
）

第
三
十
条
の
六
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
）

目
次
中
「
第
三
十
条
（
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
と
を
錨
一
再
》
唖
唯
一
睡
獅
》
》
い
率
率
詐
率
霊
蝿
確
鑑
す
る

第
三
十
条
の
九
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す
る

第
三
十
条
の
十
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
及
び
訂
正

第
三
十
条
の
十
一
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
抹
消
）

第
三
十
条
の
十
二
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
修
正
等
に
関

第
三
十
条
の
十
三
（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
文
書

第
三
十
条
の
十
四
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
）

、
第
三
十
条
の
十
五
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す

午
後
零
時
二
十
分
散
会

午
後
零
時
二
十
分
散
会

に
、
「
第
四
十
二
条
（
選
挙
人
名
簿
の
登
録
と
投
票
）
」
を
「
第
四
十
二
条
（
選
挙
人
名
簿
又
は
在

⑥⑥

画匡

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
小
字
及
び
Ｉ
は
衆
蕊
院
修
正
）

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

J

~
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第
十
一
条
第
三
項
中
「
住
所
を
有
す
る
も
の
」
の
下
に

「
又
は
他
の
市
町
村
に
お
い
て
第
三
十
条
の
六
《
在
外
選
挙

人
名
簿
の
登
録
》
の
規
定
に
よ
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登

録
が
さ
れ
て
い
る
も
の
」
を
加
え
る
。

第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章
の
二
在
外
選
挙
人
名
簿

（
在
外
選
挙
人
名
簿
）

第
三
十
条
の
二
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙

人
名
簿
の
ほ
か
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
調
製
及
び
保
管

を
行
う
。

２
在
外
選
挙
人
名
簿
は
、
永
久
に
据
え
置
く
も
の
と

し
、
か
つ
、
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
選
挙
を

通
じ
て
一
の
名
簿
と
す
る
。

３
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
三
十
条
の
五

《
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
》
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
に
基
づ
き
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
を
行

う
も
の
と
す
る
。

４
選
挙
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

在
外
選
挙
人
名
簿
の
抄
本
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

記
載
事
項

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
様
式
等
）

第
三
十
条
の
三
在
外
選
挙
人
名
簿
は
、
カ
ー
ド
式
名
簿

と
す
る
。

投
票
の
場
合
の
罰
則
の
適
用
）

「
第
二

外
投
票
の
場
合
の
罰
則
の
適
用
）
に
、
「
第
二
百
六
十
九
条
（
指
定
都
市
に
対
す
る
本
法
の
適
用
関
係
）
」
を
第
二

外
犯
）
」

Ｏ
「
第
二
百
七
十
条
の
二
（
不
在
者
投
票
の
時
間
ご
を

百
六
十
九
条
（
指
定
都
市
に
対
す
る
本
法
の
適
用
関
係
）

頚
幹
靹
鋒
聖
一
（
遅
筆
蝉
謎
調
酎
睦
識
日
の
国
外
に
お
け
る
取
扱
い
）
」
に
、
〉
ｏ
〔
第
二
百
七
十
一
条
の
四
（
再
立
候
補

外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
と
投
票
）
」
に
、
「
第
四
十
九
条

「
第
十
六
章
罰
則
（
第
二
百
二
十
一
条
’
第
二
百
五
十
五
条
）
」
を
「
第
十
六
章
罰
則
（
第
二
百
二
十
一
条
’
第
二
百
五

「
第
二
百
五
十
五
条
（
不
在
者

十
五
条
の
三
）
」
に
、
「
第
二
百
五
十
五
条
（
不
在
者
投
票
の
場
合
の
罰
則
の
適
用
）
」
を
第
二
百
五
十
五
条
の
二
（
在

第
二
百
五
十
五
条
の
三
（
国

る
0

の
場
合
の
特
例
）
」
を
「
毒
二
壼
硅
群
一
》
皿
率
一
癖
池
辨
需
麺
禮
姶
迦
奉
捌
些
細
で
き
な
い
場
合
の
取
扱
い
）
」
に
改
め

第
三
部
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
会
議
録
第
十
号
平
成
十
年
四
月
十
四
日
【
参
議
院
】

（
不
在
者
投
票
）
」
を
「
》
“
持
地
》
の
一
蔀
垂
罎
雑
罐
》
不
）
」
に
、

２
在
外
選
挙
人
名
簿
に
は
、
選
挙
人
の
氏
名
、
最
終
住

所
（
選
挙
人
が
国
外
へ
住
所
を
移
す
直
前
に
住
民
票
に

記
載
さ
れ
て
い
た
住
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
申

請
の
時
（
選
挙
人
が
第
三
十
条
の
五
《
在
外
選
挙
人
名
簿

の
登
録
の
申
請
》
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
領
事
官
又
は
同
項
に
規
定
す
る

外
務
省
令
・
自
治
省
令
で
定
め
る
者
に
提
出
し
た
時
を

い
う
。
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
け
る
本
籍
、
性
別
及
び
生
年
月
日
等
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２３
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
市
町
村
の
区
域
を

分
け
て
数
投
票
区
を
設
け
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
在
外
選
挙
人
名
簿
を
編
製
す
る
一

以
上
の
投
票
区
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
二

４
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
外
選
挙
人
名

簿
の
様
式
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
）

第
三
十
条
の
四
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
は
、
在
外
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
年
齢
満
二
十
年
以
上

の
日
本
国
民
（
第
十
一
条
《
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有

し
な
い
者
》
第
一
項
若
し
く
は
第
二
百
五
十
二
条
《
選
挙

犯
罪
に
よ
る
処
刑
者
に
対
す
る
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権

２
在
外
選
挙
人
名
簿
に
は
、
選
挙
人
の
氏
名
、
最
終
住

所
（
選
挙
人
が
国
外
へ
住
所
を
移
す
直
前
に
住
民
票
に

記
載
さ
れ
て
い
た
住
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
申

請
の
時
（
選
挙
人
が
第
三
十
条
の
五
《
在
外
選
挙
人
名
簿

の
登
録
の
申
請
》
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
同

条
第
二
項
に
規
定
す
る
領
事
官
又
は
同
項
に
規
定
す
る

外
務
省
令
・
自
治
省
令
で
定
め
る
者
に
提
出
し
た
時
を

い
う
。
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

お
け
る
本
籍
、
性
別
及
び
生
年
月
日
等
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２３
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
市
町
村
の
区
域
を

分
け
て
数
投
票
区
を
設
け
た
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
在
外
選
挙
人
名
簿
を
編
製
す
る
一

以
上
の
投
票
区
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
二

４
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
外
選
挙
人
名

簿
の
様
式
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
被
登
録
資
格
）

第
三
十
条
の
四
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
は
、
在
外
選

挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
年
齢
満
二
十
年
以
上

の
日
本
国
民
（
第
十
一
条
《
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有

し
な
い
者
》
第
一
項
若
し
く
は
第
二
百
五
十
二
条
《
選
挙

犯
罪
に
よ
る
処
刑
者
に
対
す
る
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権

ー

の
停
止
》
又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条
（
政
治
資

金
規
正
法
違
反
に
よ
る
処
刑
者
に
対
す
る
選
挙
権
及
び

被
選
挙
権
の
停
止
》
の
規
定
に
よ
り
選
挙
権
を
有
し
な

い
者
を
除
く
。
）
で
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請

に
関
し
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
（
領
事
官

の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の
長
又
は
そ

の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
轄

区
域
（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
に
関
す
る
領

事
官
の
管
轄
区
域
と
し
て
外
務
省
令
・
自
治
省
令
で
定

め
る
区
域
を
い
う
。
）
内
に
引
き
続
き
三
箇
月
以
上
住
所

を
有
す
る
も
の
（
将
来
国
内
に
住
所
を
定
め
る
意
思
を

有
す
る
者
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
行

要
つ
Ｏ

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
）

第
三
十
条
の
五
前
条
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
文
書
で
、
最
終
住
所
の
所
在
地
の
市

町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
当
該
資
格
を
有
す
る
者

が
、
い
ず
れ
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
も
記
録
さ

れ
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
の
時
に

お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
）
に
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
に
関
し

当
該
申
請
を
す
る
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
（
当

該
領
事
官
を
経
由
し
て
申
請
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困

難
で
あ
る
地
域
と
し
て
外
務
省
令
・
自
治
省
令
で
定
め

る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
外
務
省
令
・
自
治
省
令
で
定
め

る
者
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
領
事
官
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
に

そ
の
申
請
を
し
た
者
の
資
格
に
関
す
る
意
見
を
付
し

て
、
直
ち
に
、
当
該
申
請
を
し
た
者
の
最
終
住
所
の
所

在
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
当
該
申
請
を
し

た
者
が
、
い
ず
れ
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
も
記

録
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
の

、ユ

時
に
お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理

委
員
会
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
）

第
三
十
条
の
六
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た
者
が
当
該
市
町
村

の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
者

で
あ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
申
請
を
し
た
者

を
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
衆
議
院
議
員
又
は

参
議
院
議
員
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か

ら
選
挙
の
期
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
登
録
を
行
わ
な
い
。

３
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を
送
付
し
た
領

事
官
を
経
由
し
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
た

者
に
、
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
で
あ

る
こ
と
の
証
明
書
（
以
下
「
在
外
選
挙
人
証
」
と
い
う
。
）

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
係
る
縦
覧
）

第
三
十
条
の
七
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
毎
年

四
回
及
び
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
が
行

わ
れ
る
際
、
政
令
で
定
め
る
期
間
、
市
役
所
、
町
村
役

場
又
は
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た

場
所
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選

挙
人
名
簿
に
登
録
し
た
者
の
氏
名
、
経
由
領
事
官
（
当

該
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
た
者
に
係
る
第
三
十
条

の
五
《
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
》
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
請
書
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
送
付

し
た
領
事
官
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
名
称
、
最
終
住
所
及
び
生
年
月
日
（
当
該
在
外
選
挙

人
名
簿
に
登
録
し
た
者
が
い
ず
れ
の
市
町
村
の
住
民
基

本
台
帳
に
も
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
経
由
領
事
官
の
名
称
及
び
生

年
月
日
）
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
縦
覧
開
始
の
日
前

三
日
ま
で
に
縦
覧
の
場
所
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

●

三



（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す
る
異
議
の
申
出
）

第
三
十
条
の
八
第
二
十
四
条
《
異
議
の
申
出
》
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関

す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
行
政
不
服
審
査
法
第
十
五
条
《
審
査
請
求
書
の
記
載

事
項
》
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及

び
第
四
項
、
第
二
十
一
条
《
補
正
》
、
第
二
十
五
条
《
審

理
の
方
式
》
、
第
二
十
六
条
《
証
拠
書
類
等
の
提
出
》
、

第
三
十
一
条
《
職
員
に
よ
る
審
理
手
続
》
、
第
三
十
六
条

《
手
続
の
併
合
又
は
分
離
》
、
第
三
十
九
条
《
審
査
請
求

の
取
下
げ
》
並
び
に
第
四
十
四
条
（
証
拠
書
類
等
の
返

還
》
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四

条
第
一
項
の
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
第
二
百
十
四
条
《
争
訟
の
提
起
と
処
分
の
執
行
》
の
規

定
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
四
条
第
一

項
の
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す
る
訴
訟
）

第
三
十
条
の
九
第
二
十
五
条
《
訴
訟
》
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す

る
訴
訟
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十

条
の
八
《
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す
る
異
議
の

申
出
》
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
」
と
、

「
七
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
日
（
政
令
で
定
め
る
場
合
に

は
、
郵
送
に
要
し
た
日
数
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

２
第
二
百
十
三
条
《
争
訟
の
処
理
》
、
第
二
百
十
四
条

《
争
訟
の
提
起
と
処
分
の
執
行
》
及
び
第
二
百
十
九
条

《
選
挙
関
係
訴
訟
に
対
す
る
訴
訟
法
規
の
適
用
》
第
一
項

の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
五
条
第

一
項
及
び
第
三
項
の
訴
訟
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
二
百
十
九
条
第
一
項
中
「
一
の
選

挙
の
効
力
を
争
う
数
個
の
請
求
、
第
二
百
七
条
（
当
選

の
効
力
に
関
す
る
訴
訟
》
若
し
く
は
第
二
百
八
条
《
当
選

の
効
力
に
関
す
る
訴
訟
》
の
規
定
に
よ
り
一
の
選
挙
に

お
け
る
当
選
の
効
力
を
争
う
数
個
の
請
求
、
第
二
百
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
で
あ
っ
た
者

の
当
選
の
効
力
を
争
う
数
個
の
請
求
、
第
二
百
十
一
条

《
総
括
主
宰
者
、
出
納
責
任
者
等
の
選
挙
犯
罪
に
よ
る

第
三
部
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
会
議
録
第
十
号
平
成
十
年
四
Ｆ字

二
６

公
職
の
候
補
者
等
で
あ
っ
た
者
の
当
選
無
効
及
び
立
候

補
の
禁
止
の
訴
訟
》
の
規
定
に
よ
り
公
職
の
候
補
者
等

で
あ
っ
た
者
の
当
選
の
効
力
若
し
く
は
立
候
補
の
資
格

を
争
う
数
個
の
請
求
又
は
選
挙
の
効
力
を
争
う
請
求
と

そ
の
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
し
第
二
百
七
条

若
し
く
は
第
二
百
八
条
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
を
争
う
請

求
と
」
と
あ
る
の
は
、
．
の
縦
覧
に
係
る
在
外
選
挙
人

名
簿
へ
の
登
録
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
の
抹
消
に

関
し
争
う
数
個
の
請
求
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

プ
（
》
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
表
示
及
び
訂
正
等
）

第
三
十
条
の
十
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
が
第
十
一
条
《
選

〆
ｐ

挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
》
第
一
項
若
し
く

は
第
二
百
五
十
二
条
《
選
挙
犯
罪
に
よ
る
処
刑
者
に
対

す
る
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
の
停
止
》
若
し
く
は
政
治

資
金
規
正
法
第
二
十
八
条
《
政
治
資
金
規
正
法
違
反
に

よ
る
処
刑
者
に
対
す
る
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
の
停

止
》
の
規
定
に
よ
り
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
っ
た
こ
と

又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
に
係
る

住
民
票
が
国
内
の
市
町
村
に
お
い
て
新
た
に
作
成
さ
れ

た
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
在
外
選
挙
人
名

簿
に
そ
の
旨
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
記
載
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た

こ
と
又
は
誤
り
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
直

ち
に
そ
の
記
載
の
修
正
又
は
訂
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
抹
消
）

第
三
十
条
の
十
一
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当

該
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者

に
つ
い
て
次
の
場
合
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
者
を
直
ち
に
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
号

又
は
三

か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

は
、
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
死
亡
し
た
こ
と
又
は
日
本
の
国
籍
を
失
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
と
き
。

ｒ
日
【
参
議
院
】

二
前
条
第
一
項
の
表
示
を
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
国
内

の
市
町
村
に
お
い
て
住
民
票
が
新
た
に
作
成
さ
れ
た

日
後
四
箇
月
を
経
過
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

三
登
録
の
際
に
登
録
さ
れ
る
べ
き
で
な
か
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
と
き
。

四
将
来
国
内
に
住
所
を
定
め
る
意
思
を
有
す
る
者
と

認
め
ら
れ
る
者
で
な
く
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
と

き
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
修
正
等
に
関
す
る
通
知
等
）

第
三
十
条
の
十
二
市
町
村
長
は
、
そ
の
市
町
村
に
本
籍

を
有
す
る
者
で
他
の
市
町
村
の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
他
市
町

村
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
戸

籍
に
関
す
る
届
書
、
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
を
受
理
し

若
し
く
は
職
権
で
戸
籍
の
記
載
を
し
た
場
合
又
は
戸
籍

の
附
票
の
記
載
、
消
除
若
し
く
は
記
載
の
修
正
を
し
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員

会
に
お
い
て
在
外
選
挙
人
名
簿
の
修
正
若
し
く
は
訂
正

を
す
べ
き
こ
と
若
し
く
は
当
該
他
市
町
村
在
外
選
挙
人

名
簿
登
録
者
を
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
す
べ
き
こ

と
又
は
当
該
他
市
町
村
在
外
選
挙
人
名
簿
登
録
者
に
係

る
住
民
票
が
国
内
の
市
町
村
に
お
い
て
新
た
に
作
成
さ

れ
た
こ
と
を
知
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

当
該
他
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
第
二
十
九
条
《
通
報
及
び
閲
覧
等
》
の
規
定
は
、
在
外

選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
の
確
認
に
関
す
る
通

報
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
抄
本
の
閲
覧
そ
の
他
便
宜
の

供
与
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
の
修
正
に
関
す
る
調
査
の

請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
関
す
る
文
書
の
閲
覧
等
）

第
三
十
条
の
十
三
領
事
官
は
、
当
該
領
事
官
を
経
由
し

て
在
外
選
挙
人
証
を
交
付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
そ
の
登

録
さ
れ
て
い
る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
属
す
る
市
町
村
名

及
び
当
該
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
氏
名
そ
の
他
の
在
外

選
挙
人
名
簿
の
記
載
内
容
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た

政
令
で
定
め
る
文
書
を
閲
覧
に
供
し
、
そ
の
他
適
当
な

便
宜
を
供
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
） ､P

第
三
十
条
の
十
四
第
三
十
条
《
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
》

の
規
定
は
、
在
外
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
す
る
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
条
の
十
五
第
三
十
条
の
四
《
在
外
選
挙
人
名
簿

の
被
登
録
資
格
》
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
、
第
三
十
条
の
五
《
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の

申
請
》
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登

録
の
申
請
を
し
た
者
が
将
来
国
内
に
住
所
を
定
め
る
意

思
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
定
そ
の
他
の
在

外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令

で
定
め
る
。

第
四
十
二
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
本
文
中
「
選

挙
人
名
簿
」
の
下
に
「
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
」
を
加
え
、

同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
、
「
到
る
」
を

「
至
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
選
挙
人
名
簿
」
の
下
に

「
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
」
を
加
え
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
選
挙
人
名
簿
」
の
下
に
「
又
は

在
外
選
挙
人
名
簿
」
を
加
え
、
「
次
条
」
を
「
第
五
十
条
《
選

挙
人
の
確
認
及
び
投
票
の
拒
否
》
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
次
条
」
を
「
第
五
十
条
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

（
在
外
投
票
）

第
四
十
九
条
の
二
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
選
挙
人
（
当
該
選
挙
人
の
う
ち
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

で
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
い
て

投
票
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
第
四
十
四
条
《
投
票
所
に
お
い
て
の
投

か
ん

票
》
、
第
四
十
六
条
《
投
票
の
記
載
事
項
及
び
投
函
》
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
《
代
理
投
票
》
及

び
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
衆
議
院
議
員
又
は
参

議
院
議
員
の
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら

選
挙
の
期
日
前
五
日
（
投
票
の
送
致
に
日
数
を
要
す
る

地
の
在
外
公
館
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
自
治
大
臣
が

外
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
日
）
ま
で
の
間
（
あ
ら

か
じ
め
自
治
大
臣
が
外
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る

日
を
除
く
。
）
に
、
自
ら
在
外
公
館
の
長
（
自
治
大
臣
が

、

四



外
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る
在
外
公
館
の
長
を
除

く
。
）
の
管
理
す
る
投
票
を
記
載
す
る
場
所
に
行
き
、
在

外
選
挙
人
証
及
び
旅
券
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
文
書

を
提
示
し
て
投
票
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
第
四
十
五
条
（
投
票
用
紙
の
交
付
及

び
様
式
》
第
一
項
及
び
次
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

２
前
項
の
選
挙
人
で
在
外
公
館
の
長
の
管
理
す
る
投
票

を
記
載
す
る
場
所
に
お
い
て
投
票
を
す
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
投

票
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同

項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
現
在
す
る
場
所

に
お
い
て
投
票
用
紙
に
投
票
の
記
載
を
し
、
こ
れ
を
郵

送
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
第
一
項
の
選
挙
人
の
投
票
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規

定
に
よ
る
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

一
項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
期

間
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
の
管
理
す

る
投
票
を
記
載
す
る
場
所
に
お
い
て
行
わ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
五
十
五
条
中
「
除
く
外
」
を
「
除
く
ほ
か
」
に
、
「
及
び

選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
」
を
「
、
選
挙
人
名
簿
又
は
そ

の
抄
本
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
」
に
改
め

プ
（
》
◎

第
五
十
六
条
中
「
及
び
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
」
を

「
、
選
挙
人
名
簿
又
は
そ
の
抄
本
及
び
在
外
選
挙
人
名
簿

又
は
そ
の
抄
本
」
に
改
め
る
。

第
百
九
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
五
条
中
「
選
挙

運
動
」
の
下
に
「
（
専
ら
第
四
十
九
条
の
二
《
在
外
投
票
》
の

規
定
に
よ
る
投
票
に
関
し
て
す
る
選
挙
運
動
で
、
国
外
に

お
い
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
中
「
選
挙
人
名
簿
」
の
下
に

「
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
」
を
加
え
る
。

第
二
百
四
十
七
条
中
「
超
え
て
選
挙
運
動
」
の
下
に
「
（
専

ら
第
四
十
九
条
の
二
《
在
外
投
票
》
の
規
定
に
よ
る
投
票
に

関
し
て
す
る
選
挙
運
動
で
、
国
外
に
お
い
て
す
る
も
の
を

除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
六
章
中
第
二
百
五
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加

え
る
。第

三
部
地
方
行
政
・
蕃
察
委
員
会
会
議
録
第
十
号
平
成
十
年
四
月
十
四
日
【
参
議
院
】

（
在
外
投
票
の
場
合
の
罰
則
の
適
用
）

第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
三
十
条
の
五
《
在
外
選
挙
人

名
簿
の
登
録
の
申
請
》
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す

る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
の
経
由
に
係
る
事

務
、
第
四
十
九
条
の
二
《
在
外
投
票
》
第
一
項
に
規
定
す

る
在
外
投
票
に
係
る
事
務
そ
の
他
の
こ
の
法
律
及
び
こ

の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
在
外
公
館
の
長
に
属
さ

せ
ら
れ
た
事
務
に
従
事
す
る
在
外
公
館
の
長
及
び
職
員

並
び
に
第
三
十
条
の
五
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す

る
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
の
経
由
に
係
る
事

務
に
従
事
す
る
者
は
、
第
百
三
十
六
条
《
特
定
公
務
員

の
選
挙
運
動
の
禁
止
》
第
一
号
、
第
二
百
二
十
一
条
《
買

収
及
び
利
害
誘
導
罪
》
第
二
項
、
第
二
百
二
十
三
条
《
公

職
の
候
補
者
及
び
当
選
人
に
対
す
る
買
収
及
び
利
害
誘

導
罪
》
第
二
項
、
第
二
百
二
十
六
条
《
職
権
濫
用
に
よ
る

選
挙
の
自
由
妨
害
罪
》
、
第
二
百
二
十
七
条
（
投
票
の
秘

密
侵
害
罪
》
及
び
第
二
百
三
十
七
条
《
詐
偽
投
票
及
び
投

票
偽
造
、
増
減
罪
》
第
四
項
に
規
定
す
る
選
挙
管
理
委

員
会
の
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
章
の
規
定
を
適
用
す

る
。

２
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ

い
て
は
、
そ
の
投
票
を
管
理
す
べ
き
在
外
公
館
の
長
は

投
票
管
理
者
（
第
二
百
二
十
九
条
《
選
挙
事
務
関
係
者
、

”
芋
よ
ゃ
つ

施
設
等
に
対
す
る
暴
行
罪
、
騒
擾
罪
等
》
に
規
定
す
る

投
票
管
理
者
に
限
る
。
）
と
、
そ
の
投
票
を
記
載
す
べ
き

場
所
は
投
票
所
と
、
そ
の
投
票
に
立
ち
会
う
べ
き
者
は

投
票
立
会
人
と
、
選
挙
人
が
指
示
す
る
公
職
の
候
補
者

一
人
の
氏
名
、
一
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称

若
し
く
は
略
称
又
は
一
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の

名
称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ

た
者
は
第
四
十
八
条
《
代
理
投
票
》
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
、
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

の
名
称
若
し
く
は
略
称
又
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等

の
名
称
若
し
く
は
略
称
を
記
載
す
べ
き
も
の
と
定
め
ら

れ
た
者
と
み
な
し
て
、
こ
の
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
つ

い
て
は
、
選
挙
人
が
投
票
の
記
載
の
準
備
に
着
手
し
て

か
ら
投
票
を
記
載
し
た
投
票
用
紙
を
郵
送
す
る
た
め
こ

れ
を
封
入
す
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
投
票
に
関
す

ー

ごP
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挙
人
名
簿
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
十
九
条
の
二

《
在
外
投
票
》
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
又
は
こ
の
法

律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
っ

て
在
外
公
館
の
長
に
対
し
て
す
る
行
為
は
、
政
令
で
定

め
る
時
間
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
七
十
条
の
こ
の
見
出
し
を
「
（
不
在
者
投
票
等
の
時
間
ご
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
す
る
行
為
」
の
下
に

「
及
び
第
四
十
九
条
の
二
《
在
外
投
票
》
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
し

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
に
対
し
て
す
る
行
為
」
を
加
え
、
同

条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
す
る
行
為
」
の
下
に
一
・
及

び
第
四
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
し
市
町
村
の
選
挙
管

理
委
員
会
の
委
員
長
に
対
し
て
す
る
行
為
」
を
加
え
る
。

第
二
百
七
十
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
外
投
票
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
取

扱
い
）

第
二
百
七
十
一
条
の
五
第
四
十
九
条
の
二
《
在
外
投
票
》

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票
を
同
項
に
定
め
る
期
間
内

に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
更
に
投
票
を

行
わ
せ
る
こ
と
は
、
し
な
い
も
の
と
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
選
挙
人
名
簿
」
の
下
に
「
又
は
在
外
選

挙
人
名
簿
」
を
加
え
る
。

附
則
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

６
政
令
で
定
め
る
日
前
に
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ

た
こ
と
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
同
日
以
後
い
ず
れ
の
市

町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
も
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
な
い

も
の
に
対
す
る
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三

十
条
の
五
第
一
項
中
「
最
終
住
所
の
所
在
地
の
市
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
（
当
該
資
格
を
有
す
る
者
が
、
い

ず
れ
の
市
町
村
の
住
民
基
本
台
帳
に
も
記
録
さ
れ
た
こ

と
が
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
の
時
に
お
け
る

そ
の
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
と

あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
当
該
申
請
を
し
た
者
の

最
終
住
所
の
所
在
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

（
当
該
申
請
を
し
た
者
が
、
い
ず
れ
の
市
町
村
の
住
民

基
本
台
帳
に
も
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
場

合
に
は
、
申
請
の
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
地
の
市

町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
の
時

第
三
部
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
会
議
録
第
十
号
平
成
十
年
四
月
↓
蛎
日
【
参
議
院
】

に
お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委

員
会
」
と
、
第
三
十
条
の
七
第
一
項
中
「
領
事
官
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
領
事

官
を
い
う
」
と
、
「
、
最
終
住
所
及
び
生
年
月
日
（
当
該

在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
た
者
が
い
ず
れ
の
市
町
村

の
住
民
基
本
台
帳
に
も
記
録
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者
で

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
氏
名
、
経
由
領
事
官
の
名

称
及
び
生
年
月
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
生
年
月
日
」
と

す
る
。
・

７
当
分
の
間
、
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た

め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

第
八
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
北
方
地

域
に
本
籍
を
有
す
る
者
に
対
す
る
こ
の
法
律
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
・
・
第
十
一
条
第
三
項
中
「
市
町
村
長
は
、
そ

●
、

の
市
町
村
に
本
籍
を
有
す
る
者
で
」
と
あ
る
の
は
「
北
方

領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下

「
特
別
措
置
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
法
務
大
臣
が
指
名
し
た
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る

北
方
地
域
に
本
籍
を
有
す
る
者
で
」
と
、
第
三
十
条
の

五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
申
請
の
時
に
お
け
る
そ
の

者
の
本
籍
地
の
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
申
請
の
時
に
お

い
て
特
別
措
置
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法

務
大
臣
が
指
名
し
た
者
が
長
で
あ
る
市
又
は
町
」
と
、

第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
中
「
市
町
村
長
は
、
そ
の
市

町
村
に
本
籍
を
有
す
る
者
で
」
と
あ
る
の
は
「
特
別
措
置

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
が
指
名

し
た
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
北
方
地
域
に
本
籍
を
有

す
る
者
で
」
と
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
さ
れ
る
第
三
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
申

請
の
時
に
お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
」
と
あ

る
の
は
「
申
請
の
時
に
お
い
て
特
別
措
置
法
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
が
指
名
し
た
者
が
長

で
あ
る
市
又
は
町
」
と
す
る
。

８
当
分
の
間
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三

一

一

十
条
の
三
第
三
項
中
「
一
以
上
の
投
票
区
」
と
あ
る
の
は

「
投
票
区
」
と
、
第
三
十
条
の
六
第
二
項
、
第
三
十
条
の

七
第
一
項
、
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
三
十
条

の
七
第
一
項
中
「
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選

挙
」
と
あ
る
の
は
「
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
又
は

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
」
と
、
第
四
十

二
条
第
一
項
中
「
登
録
さ
れ
て
い
な
い
者
」
と
あ
る
の
は

「
登
録
さ
れ
て
い
な
い
者
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員

又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙

に
つ
い
て
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い

者
）
」
と
、
第
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
九
十
五
条
及

び
第
二
百
四
十
七
条
中
「
選
挙
運
動
（
専
ら
第
四
十
九
条

定
（
第
三
十
条
の
六
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
五
十
五
条
、
第
五

十
六
条
、
第
百
九
十
四
条
第
一
項
、
第
百
九
十
五
条
及

び
第
二
百
四
十
七
条
の
改
正
規
定
、
第
十
六
章
中
第
二

百
五
十
五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
二

百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
係
る
部

分
及
び
第
二
百
五
十
五
条
の
三
（
第
二
百
二
十
七
条
、

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
九
条
、
第
二

百
三
十
二
条
、
第
二
百
三
十
七
条
、
第
二
百
三
十
七
条

の
二
及
び
第
二
百
三
十
八
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
六
十
三
条
第
四
号
の
次

に
二
号
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
四
号
の
三
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
六
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
、
第
二
百
七
十
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正

規
定
（
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票

◎
第
二
百
七
十
条
の
こ
の
改
正
規
定
、

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
Ｏ
第
二
百
七
十
一
条
の
四
の

票
）
」
に
、
「
第
四
十
九
条
（
不
在
者
投
票
）
」
を
「
第
四
十
九
条
（
不
在
者
投
票
）
に
、
「
第
二
百
六
十
九
条
（
指

・
第
四
十
九
条
の
二
（
在
外
投
票
）
」

定
都
市
に
対
す
る
本
法
の
適
用
関
係
）
」
を
「
溌
雨
誌
拝
獅
舞
の
一
窄
捷
郵
諦
呼
鮴
誇
皐
岬
誰
唖
嘩
噸
蝿
癖
峠
る
取
扱

○
「
第
二
百
七
十
条
の
二
（
不
在
者
投
票
の
時
間
ご
を
「
第
二
百
七
十
条
の
二
（
不
在
者
投
票
等
の
時
間
ご
に
、

に
、
○
「
第
二
百
七
十
一
条
の
四
（
再
立
候
補
の
場
合
の
特
例
ご
を
「
需
二
壺
蛙
什
一
蓉
皿
率
一
額
池
雑
諦
誕

い
）
」

場
合
の
特
例
）

に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
四
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
取
扱
い
）
」

珂戸

の
二
（
在
外
投
票
》
の
規
定
に
よ
る
投
票
に
関
し
て
す
る

選
挙
運
動
で
、
国
外
に
お
い
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
選
挙
運
動
」
と
す
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
目
次
の
改
正
規
定
令
第
四
十
二

条
（
選
挙
人
名
簿
の
登
録
と
投
票
）
」
を
「
第
四
十
二
条

（
選
挙
人
名
簿
又
は
在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
と
投

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
に
三
項
を一一

加
え
る
改
正
規
定
（
附
則
第
八
項
（
第
三
十
条
の
三
第
三

項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
中
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
六
十
七
号
）
第
九
十
四
条
の
改
正
規
定
令
並
び
に
第

二
百
五
十
二
条
の
三
」
を
「
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
、

第
二
百
五
十
五
条
の
二
並
び
に
第
二
百
五
十
五
条
の

三
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
二
百
七
十
条
本
文
」
を
「
第

二
百
七
十
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
る
部
分
を
除

く
。
）
、
附
則
第
八
条
中
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経

費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

七
十
九
号
）
第
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第

二
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
に
二
項
を
加
え

る
改
正
規
定
（
同
法
附
則
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
第
一

項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
九
条
中
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
一
条
の
改
正
規

次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
に
三
項
を一一

加
え
る
改
正
規
定
（
附
則
第
八
項
（
第
三
十
条
の
三
第
三

項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
中
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
六
十
七
号
）
第
九
十
四
条
の
改
正
規
定
令
並
び
に
第

二
百
五
十
二
条
の
三
」
を
「
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
、

第
二
百
五
十
五
条
の
二
並
び
に
第
二
百
五
十
五
条
の

三
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
二
百
七
十
条
本
文
」
を
「
第

二
百
七
十
条
第
一
項
本
文
」
に
改
め
る
部
分
を
除

く
。
）
、
附
則
第
八
条
中
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経

費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

七
十
九
号
）
第
十
三
条
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
第

二
十
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
に
二
項
を
加
え

る
改
正
規
定
（
同
法
附
則
第
四
項
（
同
法
第
十
七
条
第
一

項
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び

に
附
則
第
九
条
中
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
一
条
の
改
正
規

一
ハ



起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
（
以

下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
（
新
法
第
十
一
条
第
三

項
、
第
四
章
の
二
、
第
十
六
章
（
第
二
百
四
十
七
条
及

び
第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
並
び
に
第
二
百
五
十
五
条
の
三
の
規
定
中
第
二
百

二
十
七
条
、
第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十

九
条
、
第
二
百
三
十
二
条
、
第
二
百
三
十
七
条
、
第
二

百
三
十
七
条
の
二
及
び
第
二
百
三
十
八
条
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
、
第
二
百
六
十
三
条
第
四
号
の
二
、
第
二
百

六
十
九
条
の
二
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
及
び
同
条
第

二
項
（
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
投
票

に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
新
法
附
則
第
三
項
及
び

第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び
こ
の

法
律
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経

費
の
基
準
に
関
す
る
法
律
の
規
定
は
、
前
条
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日

を
公
示
さ
れ
る
衆
議
院
議
員
の
総
選
挙
の
期
日
の
公
示

の
日
又
は
同
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の

日
以
後
初
め
て
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
る
参
議
院
議
員

の
通
常
選
挙
の
期
日
の
公
示
の
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
早

い
日
（
以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
そ
の
期
日
を

公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
（
公
示
日
前
に
そ
の

た

期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
係
る
再
選

挙
及
び
補
欠
選
挙
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
公
示

日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は
告
示
さ

れ
た
選
挙
並
び
に
当
該
選
挙
に
係
る
再
選
挙
及
び
補
欠

選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
新
法
第
十
六
章
（
第
二
百
三
十
六
条
、
第
二
百
四
十

七
条
、
第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま

で
及
び
第
二
百
五
十
五
条
の
三
（
第
二
百
二
十
七
条
、

第
二
百
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
二
十
九
条
、
第
二

百
三
十
二
条
、
第
二
百
三
十
五
条
の
六
第
二
項
、
第
二

百
三
十
七
条
、
第
二
百
三
十
七
条
の
二
及
び
第
二
百
三

第
三
部
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
会
議
録
第
十
号
平
成
十
年
四
月
十
四
日
【
参
議
院
】

○
及
び
「
（
不
在
者
投
票
の
時
間
）
一
を
三
不
在

琴
鍾
誇
癖
叫
嶢
睦
鄙
鵡
嘩
挙
錐
轆
る
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら

定
（
「
第
四
十
六
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
の

－
９
”
■

十
八
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又

は
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の

施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
公
示
さ
れ
又
は

告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

ブ
（
》
。

（
在
外
選
挙
人
名
簿
に
係
る
縦
覧
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
附
則
第
一
条
た
だ

し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
新
法
第
三
十
条
の
七
第
一
項
及
び
新
法
附
則
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
毎

年
四
回
及
び
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
が

行
わ
れ
る
際
」
と
あ
る
の
は
、
「
毎
年
四
回
」
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
四
条
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
第
四
号
Ｈ
中
「
選
挙
人
名
簿
」
の
下
に
「
及

び
在
外
選
挙
人
名
簿
」
を
加
え
る
。

（
政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
当
分
の
間
、
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決

の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
北
方
地
域
に
本
籍
を
有
す
る
者
に
対
す
る

第
二
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
さ

れ
る
公
職
選
挙
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
市
町
村
長
は
、
そ
の
市
町

村
に
本
籍
を
有
す
る
者
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
北
方
領

土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
が
指
名
し
た

者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
北
方
地
域
に
本
籍
を
有
す

る
者
で
」
と
す
る
。

ー

め
、
同
項
の
表
第
四
十
九
条
第
一
項
の
項
及
び
第
四
十

九
条
第
二
項
の
項
中
「
次
条
」
を
「
第
五
十
条
」
に
改
め

ｚ
》
Ｏ

（
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の
基
準
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
九
在
外
選
挙
特
別
経
費

第
十
三
条
第
八
項
中
「
選
挙
人
名
簿
」
の
下
に
「
又
は

在
外
選
挙
人
名
簿
」
を
、
「
経
費
と
し
て
」
の
下
に
「
、
公

職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿

の
登
録
が
行
わ
れ
た
日
の
う
ち
国
会
議
員
の
選
挙
等
の

期
日
の
直
前
の
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
又
は
当
該
選
挙
の
期
日
の
公

り
ぐ
喝
ｑ

凸
叱

示
若
し
く
は
告
示
の
日
現
在
に
お
い
て
在
外
選
挙
人
名

簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中

「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
」
を
削
り
、
「
不
在
者

投
票
」
の
下
に
「
若
し
く
は
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二

項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
投
票
」
を
加

え
、
「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
」
に

改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
外
選
挙
特
別
経
費
）

第
十
三
条
の
三
在
外
選
挙
に
要
す
る
経
費
の
額
は
、

在
外
選
挙
人
名
簿
の
登
録
の
申
請
を
行
っ
た
者
一
人

に
つ
い
て
千
四
百
六
十
四
円
（
本
籍
地
の
市
区
町
村

の
選
挙
管
理
委
員
会
に
当
該
申
請
を
行
っ
た
者
に
つ

い
て
は
、
四
百
十
四
円
）
と
す
る
。

（
漁
業
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条
漁
業
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

・
第
九
十
四
条
第
一
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
並
び
に

第
四
十
六
条
の
二
」
を
「
、
第
四
十
六
条
の
二
並
び
に
第

四
十
九
条
の
二
」
に
、
「
並
び
に
第
二
百
五
十
二
条
の

三
」
を
「
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
、
第
二
百
五
十
五
条

の
二
並
び
に
第
二
百
五
十
五
条
の
三
」
に
、
「
第
二
百
七

○
、

斗
甦
癖
奔
鰺
雄
曉
鵬
一
一
詰
程
群
計
峰
塞
鐸
座
詫
確
垂
唾
」
に
○
改

ｰ

あ
ふ

第
十
七
条
第
一
項
中
「
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
」

を
「
及
び
第
十
三
条
の
三
か
ら
第
十
五
条
ま
で
」
に
改
め

ブ
（
》
Ｏ

第
二
十
条
中
「
こ
の
法
律
」
の
下
に
「
（
第
十
三
条
第
八

項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
行
な
わ
れ
た
」
を
「
行
わ
れ

た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
国
会
議
員
の
選
挙
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
中

「
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
」
と

あ
る
の
は
「
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙

人
の
数
に
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日

現
在
に
お
い
て
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
選
挙
人
の
数
を
加
え
た
数
」
と
し
て
、
同
項
の
規

定
を
適
用
す
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３
当
分
の
間
、
北
方
領
土
問
題
等
の
解
決
の
促
進
の

た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年

法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

北
方
地
域
に
本
籍
を
有
す
る
者
に
対
す
る
第
十
三
条

の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
本
籍

地
の
市
区
町
村
」
と
あ
る
の
は
、
「
北
方
領
土
問
題
等

の
解
決
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
法
務
大
臣
が
指
名
し
た
者
が
長
で

あ
る
市
又
は
町
」
と
す
る
。

４
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
（
衆
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
と
同
時
に
行
わ
れ
る
場
合

を
除
く
。
）
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙

（
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
と
同
時
に
行

わ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

第
十
三
条
第
八
項
中
「
選
挙
人
名
簿
又
は
在
外
選
挙

人
名
簿
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
人
名
簿
」
と
、
「
、
公
職

選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名

簿
の
登
録
が
行
わ
れ
た
日
の
う
ち
国
会
議
員
の
選
挙

等
の
期
日
の
直
前
の
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
の
数
又
は
当
該
選
挙
の

期
日
の
公
示
若
し
く
は
告
示
の
日
現
在
に
お
い
て
在

外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
選
挙
人
」
と
あ

る
の
は
「
選
挙
人
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
公
職
選
挙

七



法
第
四
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
公
職
選
挙
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
九
条
」
と
、
「
不
在

者
投
票
若
し
く
は
同
法
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
若

し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
在
外
投
票
」
と
あ
る

の
は
「
不
在
者
投
票
」
と
、
「
同
法
第
四
十
九
条
第
二

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
」
と
、
第
十
七
条
第

一
項
中
「
及
び
第
十
三
条
の
三
か
ら
第
十
五
条
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
」
と
、
第

二
十
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
（
第
十
三
条
第
八
項
を

除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
こ
の
法
律
」
と
し
、
第
三
条

第
十
九
号
、
第
十
三
条
の
三
及
び
第
二
十
条
第
二
項

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
四
十
六
条
の
二
」

の
下
に
「
、
第
四
十
九
条
の
二
」
を
加
え
、
「
並
び
に
第

二
百
五
十
二
条
の
三
」
を
「
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
、

第
二
百
五
十
五
条
の
二
並
び
に
第
二
百
五
十
五
条
の

三
」
に
、
「
第
二
百
七
十
条
本
文
」
を
「
第
二
百
七
十
条
第

。
、
兵
不
在
者
投
票
の
時
闇
ご
を
「
（
不
在
者
投
票
等

一
項
本
文
」
に
。
改
め
る
。

の
時
間
ご
に

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
戸
籍
の
附
票
の
記
載
事
項
の
特
例
等
）

第
十
七
条
の
二
戸
籍
の
附
票
に
は
、
前
条
に
規
定
す

る
事
項
の
ほ
か
、
公
職
選
挙
法
第
三
十
条
の
六
の
規

定
に
基
づ
い
て
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者

に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
登
録
さ
れ
た
市
町

村
名
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
公
職
選
挙
法
第

三
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名

簿
に
登
録
し
た
と
き
、
又
は
同
法
第
三
十
条
の
十
一

の
規
定
に
よ
り
在
外
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
し
た
と

き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
登
録
さ
れ
、
又

は
抹
消
さ
れ
た
者
の
本
籍
地
の
市
町
村
長
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
ｓ
画
の

第
三
部
地
方
行
政
・
警
察
委
員
会
会
議
録
第
十
号
平
成
十
年
四
月

平
成
十
年
五
月
七
日
印
刷

平
成
十
年
五
月
八
日
発
行

》
日
【
参
議
院
】

卓
。

ｰ

参
議
院
事
務
局 呂

舎
今

印
刷
者
大
蔵
省
印
刷
局
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